
 

 

 志村小・志村四中 
小中一貫型学校設置 
検討会ニュース 第 17・18号（最終号） 

発行日：令和 6年３月 27 日 

発 行 ：板橋区教育委員会事務局 

志村小と志村四中との小中一貫型の

学校設置に向けた円滑な準備を計画的

に行うため、検討会を設置し、子どもた

ちの教育環境を充実させていくための

検討を行っています。 

【第17回検討会】 

開催日時：令和６年１月15日（月）18：15～19：30 

開催場所：グリーンカレッジホール ３階 教室１ 

【第 18回検討会】 

開催日時：令和6年 3月 11日（月）18：15～19：30 

開催場所：グリーンカレッジホール ３階 教室１ 

「志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会 まとめ」を作成しました 

第 17・18 回検討会を開催しましたので、検討会の概要についてお知らせします。 

 

「志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会」（以下、「検討会」という。）設置時に設定した検討・調

整項目の方向性や、検討会で取り扱った内容等をまとめた資料を作成しました。 

各項目の検討結果については、前号までの検討会ニュースでもお伝えしてきましたが、改めて下記及び２・

３ページで紹介します。なお、より詳しい内容は、区ホームページ「志村小・志村四中 小中一貫型学校設

置検討会資料・議事録・ニュース」にてご確認いただけます。 

検討項目の検討結果 

 １ 通学区域・通学路に関する事項 

 ① 志村小の通学区域 

   改築により志村小が志村四中の敷地へ移転することに伴い、子ども達の安全性を第一に考え、以下

のとおり、地図上の㋐と㋑の地域を、志村小の通学区域へ変更する案がまとまりました。なお、通学

区域の変更は、志村小が移転する時期に合わせて行います。 

通学区域変更予定住所地 現在の通学区域校 変更予定校 

志村三丁目 12 番から 14 番まで・16 番 
北前野小 

志村小 
相生町１番から４番まで 
志村三丁目 17 番から 32 番まで 

志村坂下小 
相生町５番から９番まで・14 番から 16 番まで・18 番 

 

 

移転後の志村小までの距離が最も遠くなる区域は、通学区域が隣接
する志村二小の教室数がひっ迫しているため、通学区域変更を行わ
ず、学校敷地の出入口を首都高側に設置することで対応する。 

現在の通学区域校より移転後の志村小の方が近く
なる地域は、通学区域を志村小へ変更する。 

←検討会のまとめ

資料はこちら 
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２ ３ 

② 志村小の通学路 

   志村小の移転・通学区域の変更が予定されていることから、通学路の一部変更及び新規

設定が必要となります。そのため、通学区域・通学路作業部会が実地踏査を行った上で、

移転及び通学区域変更後の志村小の通学路案を作成しました。 

   通学路の最終決定は、志村小が行います。志村小は、移転時期に合わせ、PTA や CS 委

員会と連携して、通学路の検討会案を基に改めて精査を行い、通学路を決定します。 

③ 志村四中の通学区域 

  現行の志村四中の通学区域のうち、前野小の通学区域にあたる部分を上板橋三中の通学

区域へ、志村二小の通学区域にあたる部分（見次公園のみ）を志村二中の通学区域へ変更

し、学びのエリアの整合を図る方向性でまとまりました。なお、通学区域変更は、令和９

年４月の新入生から適用する方向で進めています。 

 

通学区域変更予定住所地 
現在の通学区域校 変更予定校 

（中学校） 

学びのエリア 

構成校 小学校 中学校 

前野町四丁目１番から９番まで・18 番・19 番・21 番・22 番 前野小 

志村 

四中 

上板橋三中 上板橋三中 

前野町四丁目 59 番（見次公園のみ） 志村二小 志村二中 志村二中 

前野町五丁目１番から６番まで・14 番・15 番・31 番・32 番 
前野小 上板橋三中 上板橋三中 

前野町六丁目 38 番から 48 番まで・51 番から 64 番まで 

 

 

 

２ 学校名に関する事項 

  志村小・志村四中の各学校の名称は、小中一貫型学校として開校後も存続させる方向でまとまりました。また、小中一

貫型学校としての名称についても別途作成することとし、検討会委員により複数の名称案を作成した後、小中学校や町会

等へのアンケートを行い、検討会としての名称案を下記のとおり決定しました。 

学校名 小学校：志村小学校    中学校：志村第四中学校   
※現在の学校名を継続して使用します 

  

小中一貫型

学校として

の名称 
志村
し む ら

城山
しろやま

学園
がくえん

 

作成理由 
「城山通り」「城山公園」等、志村城があった地域を象徴するものとして「城山」が多く使われていることから、学校の

名称に「城山」を入れることで、地域から親しまれ、子どもたちの郷土愛を育むきっかけとなると考えたため。 

選定理由 
①アンケ―トにおいて最も多く選ばれた名称案であること。 ③小中一貫型学校となる志村小学校において特に多く選ばれていること。 

②「郷土愛の育成」につながる名称であること。      ④町会からも特に多く選ばれた名称案であり、地域の支持を得ていること。  

 ３ 校歌・校章に関する事項 

  校歌・校章については、志村小・志村四中で現在使用しているものを継続して使用する方向で決定しました。 

  小中一貫型学校としての愛唱歌・マークについては、開校後に児童・生徒・教職員が一体となって検討する等により、学

校運営の中で小中一貫教育の強化につなげる機会となり得ることを踏まえて、検討会においては作成せず、開校後に学校運

営の中で必要に応じて検討していくこととしました。 

 
４ 跡地活用に関する意見 

  志村小の現校地は、区有地部分と借地部分に分かれています。 

区有地部分については、検討会委員の意見を踏まえ、小中一貫型学校の第二グラウンド、クラブハウス（水道・トイレ等

の機能を備える建物）、防災物資の保存倉庫を整備する方向でまとまりました。 

借地部分の取り扱いについては、今後も区と地権者間で調整を進めていきます。 

 

 

６ 学校の伝統や歴史の保存に関する事項 

  学校の伝統・歴史を伝える保存品の選定方法や、保存スペースについて検討を行い、下記のとおりまとまりました。 

  ① 保存スペース 

学校の歴史を伝える保存品や、歴史的教材を展示するスペースとして、児童・生徒・来校者等の動線、学校運営上の

使用も考慮して設置する。 

② 保存品の選定方法 

学校運営上の活用を考慮する必要があるため、今後、移転の準備を行う中で、学校、CS、PTA 等により、デジタル

化の視点も取り入れて選定を行う。 

象徴となる樹木等 対応方針 

泰山木 新しい泰山木を小中一貫型の学校に植樹する。 

志村小 110 周年記念樹 

（ハナミズキ） 

解体工事の影響を受けるため、志村小の区有地

内に移植する。 

志四中 60 周年記念樹 

（しだれ桜） 

解体工事の影響を受けるため、志村四中の 敷地

内で移植を行う。 

二宮金次郎像 小中一貫型の学校に移設する。 

 

＜学校の象徴となる樹木の取り扱い＞ 

 

しだれ桜 

二宮金次郎像 

泰山木 

◀正門 

＜配置図兼１階平面図＞ 

 

５ ＰＴＡ組織に関する事項 

志村小・志村四中が小中一貫型学校として改築されることに伴い、PTA の組織体制の考え方について検討を行いました。 

  検討の結果、志村小・志村四中 小中一貫型学校では、小中のPTA組織を別々に運営し、必要に応じて連携を取るとい

う方向性がまとまりました。なお、PTAは自主的な活動組織であるため、PTAの組織体制の最終決定は、志村小・志村四

中の小中一貫型学校が開設された際に、志村小PTAと志村四中PTAにより行われます。 



 

 

 ホームページのご案内 

志村小・志村四中 小中一貫型学校の魅力を紹介します！ 

 志村小・志村四中 小中一貫型学校についてさらに知っていただくため、新校舎の魅力や、これまでいた

だいた質問に対する回答を、区ホームページ「志村小・志村四中 小中一貫型学校の魅力を紹介します！」

に掲載しています。右のＱＲコードからアクセスできますので、ぜひご覧ください。 

また、当ホームページに掲載している内容の一部を下記に紹介します。 

 

各回の検討会で使用した資料や議事録（要旨）、ニュースはホームページから見ることがで
きます。新しい学校づくり課と各地域センター（志村坂上・前野・中台・蓮根）の窓口で閲覧
することもできます。 

また、志村小と志村四中の小中一貫型の学校の設計や工事に関する情報をお知らせする「改
築だより」を作成しています。検討会のホームページに改築だよりのページのリンクを掲載し
ていますので、ぜひご覧ください。 

学校図書館はどのようなイメージ？ 

子どもたちがアクセスしやすく、いつでも本に触れることができるオープンな図書館を計画しています。 
落ち着いて学習できる閲覧エリアや、子どもたちの居場所となる読み聞かせエリアも計画しています。 

小学校につくられるオープンスペースとはどのような場所？ 

検討会で使用した資料・議事録・ニュースについて 

 

学級単位の授業や活動を超え、多様な用途に活用できる空間のことです。授業において活用する他、
休み時間中の児童の遊び場として、子どもたちの居場所の選択肢を広げることにつながります。 

詳細はこちら→ 

検討会ニュースの公開開始など地域の学校に関する情報を発信します。ぜひ、ご登録をお願いします！ 

○アカウント 
 Ita_newschool 

 

Ｘ（旧 Twitter）のご案内 

板橋区魅力ある学校づくり 
（東京都板橋区教育委員会事務局） 
Ｘ公式アカウント 

○アクセス方法 
下記 QR コードを読み込むか、Ｘの検索欄にアカウントを入力してください。 

発行元 板橋区教育委員会事務局  
新しい学校づくり課学校配置調整第一係 
TEL 3579-2624 FAX 3579-4214 

※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

板橋第十小学校のオープンスペース 

 

志村小・志村四中 小中一貫型学校 

学校図書館イメージ 

 

上板橋第二中学校の学校図書館 

 

４ 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyoikuiinkai/joho/kaisyu/1038158/1050405.html

